
6 月議会に係る記者会見会議録 

平成 30 年 5 月 28 日（月）午後 11 時～ 

市役所 2 階 市議会第 1 委員会室 

 

１. 市長からの発表 

 

  本日、６月議会定例会の招集告示をいたしました。 

議会運営委員会が開催され、６月４日に開会し、２５日までの２２日間の会期で開

催されることになりました。 

さて、６月議会定例会には、一般会計補正予算はじめ条例改正など９議案を提出す

ることとしています。 

まず、一般会計補正予算では、既定の予算額から歳入歳出それぞれ９千３百７４万

１千円を増額し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ４百５５億３千２百４万６千円

とするものです。 

今回の補正では、国・県の補助事業の追加に伴う事業費の補正を行うほか、山神橋

の整備検討に向けた河川協議に係る測量・調査業務等の経費に５百６０万 1 千円のほ

か、上野運動公園プールについて、昭和２５年に設置し、昭和５５年に改修された施

設の老朽化による大規模改修の必要性、利用人数に対し、維持管理費が高いことおよ

び公共施設最適化計画の縮小予定の施設となっていることなどから、プールの一般開

放を休止し、他の市営プールへの無料送迎および民間プール施設の活用という代替対

応を試行実施したいと考えております。概算経費は合わせて２２０万４千円とするこ

となどの、所要額の補正を行います。 

また、歳入では、県支出金、基金繰入金、市債などの特定財源をそれぞれの事業費

の変更に伴い所要額の補正を行います。 

なお、債務負担行為では、庁舎維持管理経費について必要な設定を行います。 

他の提出議案の主なものとして、議案第７２号の「伊賀市水道事業給水条例の一部

改正について」です。 

人口減少に伴う生活用水需要の減少傾向が続く中、伊賀市では企業等の事業活動に

伴う工場用水や業務・営業用水、その中でも大口需要者における伸びが見られ、水道

事業の健全経営の観点から、より水道を使いやすくすることで企業の生産意欲の向上

と水道使用量の増加を促し、水道料金収入の維持・安定を図ることを目的に、今の大

口需要者を対象とした水道料金の減額制度を創設するとともに、大口径帯の水道加入

負担金を減免するための改正について議会の議決を求めるものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．3 月議会提出議案について 

平成 30 年第３回伊賀市議会（定例会）提出議案概要（予算議案を除く。） 

議案 

番号 
件  名 提案理由及び内容 

担当 

部署 

71 青山保健セ

ンターの設

置及び管理

に関する条

例の一部改

正について 

【改正理由】健康の保持及び増進を図るための拠点施設

として運営している青山保健センター運動施設の夜

間の利用者が減少していることや、休館日が分かりに

くいことから、効果的、効率的な運営を行うため改正

する。 

【改正内容】運動施設の利用時間を午前 10 時から午後

５時まで、休館日を日曜日及び月曜日並びに 12 月

29 日から翌年１月３日までとする。 

【施行期日】平成 30 年 10 月１日 

青山支所 

住民福祉

課 

72 伊賀市水道

事業給水条

例の一部改

正について 

【改正理由】水道を使いやすくすることで企業の新規立

地を促し、設備投資の促進による雇用の拡大や若者の

定住化、新規移住の促進など地域経済の活性化に向け

た環境整備につながるよう、また、企業の生産意欲の

向上と水道使用量の増加を促し、水道料金収入の維

持・安定を図ることを目的に、加入負担金の減額制度

及び現大口需要者を対象とした水道料金の減額制度

を導入するため改正する。 

【改正内容】第 11 条に量水器の口径 40 ミリメートル

以上の負担金を減額する特例規定を追加するととも

に、附則に平成 30 年 10 月１日から平成 33 年３月

31日までを期間とする従量料金の特例の規定を追加

する。 

【施行期日】公布の日 

上下水道

部 

経営企画

課 

73 島ヶ原農産

物処理加工

施設の設置

に関する条

例の廃止に

ついて 

【廃止理由】昭和 62 年に農産物を集荷し、加工して出

荷する施設として、また、地域の特産品づくりなど農

業技術研修の拠点施設として整備した島ヶ原農産物

処理加工施設を、当初の行政目的は達成されたと考え

られるため、公共施設最適化計画に基づき、廃止する。 

【施行期日】公布の日 

島ヶ原支

所 

振興課 

74 土地の取得

について 

【提案理由】伊賀市小学校給食センター整備運営事業に

係る土地の取得について、地方自治法第 96 条第１項

第８号の規定により、議会の議決を求める。 

【内容】 

取得する土地：伊賀市西条字沖 114 番 5,470 ㎡ 

取得金額  ：30,451,943 円 

取得の相手方：伊賀市土地開発公社 

       理事長 大森 秀俊 

教育担当

課：課 



75 整備運営事

業に係る事

業契約の締

結について 

【提案理由】伊賀市小学校給食センター整備運営事業に

係る事業契約の締結について、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条

の規定により、議会の議決を求める。 

【内容】 

契約金額：4,309,203,065 円 

契約の相手方：株式会社伊賀学校給食サービス 

       代表取締役 下薗 邦宏 

教育担当

課：課 

76 定住自立圏

形成協定の

一部変更に

ついて 

【提案理由】定住自立圏構想推進要綱に基づき、笠置町

と締結した定住自立圏形成協定の一部を変更するこ

とについて、伊賀市議会の議決すべき事件を定める条

例第２条第３号の規定により、議会の議決を求める。 

【変更協定内容】当初笠置町とは協定していない６項目

を協定に追加する。 

総合政策

課 

77 専決処分の

承認につい

て 

【提案理由及び内容】 

〇平成 30 年度伊賀市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）平成 29 年度伊賀市国民健康保険事業

特別会計直営診療施設勘定診療所費の決算において、

歳入が不足したことにより、地方自治法施行令の規定

に基づき翌年度歳入の繰上充用を行うため、当該必要

額 95,349 千円を平成 30 年度予算として補正する

専決処分を行った。 

保険年金

課 

78 専決処分の

承認につい

て 

【提案理由及び内容】 

〇平成 30 年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計補

正予算（第１号） 

平成 29 年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計の

決算において、歳入が不足したことにより、地方自治

法施行令の規定に基づき翌年度歳入の繰上充用を行

うため、当該必要額 78,076 千円を平成 30 年度予

算として補正する専決処分を行った。 

同和課 

 

 

３．その他 

【主な質疑応答の概要】 

 

（上野運動公園プールの使用休止に伴う代替対応について） 

    記 者：上野運動公園プールの休止に伴い、代替対応の民間プールは、ウエストス

ポーツクラブの緑ヶ丘（上野校）と佐那具（佐那具校）ですか。 

 担当課：担当のスポーツ振興課からそのように聞いています。 

 記 者：一般開放業務委託料とは、具体的にどのような使い道ですか。 

 担当課：基本的には監視員の人件費です。 

記 者：自動車借上料とは、大山田Ｂ＆Ｇ海洋センターへの送迎バスのことですか。 



 担当課：この施設へ送迎するためのバスです。 

 記 者：バスは、上野市駅への経由や上野運動公園プールへは行きますか。 

バスのサイズはどのくらいですか。 

 担当課：上野運動公園へ行きますし、上野市駅も経由します。 

通勤用などで使われる５０人乗りのバスです。観光バスではないです。 

     よくあるノンステップバスなどです。 

 記 者：市長、上野運動公園プールの休止に伴い、代替対応を試行実施することで、

市民の皆さんに改めてメッセージなどあればお願いします。 

市 長：議会の皆さんにご審議いただきたいと思いますが、今年は社会実験という

意味で考えています。将来に向けての良い形を試していきたいと考えてい

ますのでご協力よろしくお願いいたします。 

  

（山神橋の整備検討について） 

 記 者：現在通行止めの山神橋は、架け替えになるのか、補修工事になるのか、検

討が付いていないと先日伺いました。今回補正の事業概要には「山神橋の

整備検討に向けた河川協議に係る測量・調査業務等を行う」ありますが、

どのような状態ですか。 

 市 長：山神橋の状況等や河川の状況等をよく調べ、今後の山神橋をめぐる橋梁の

あり方や改修についての基礎資料作りをします。 

 記 者：その検討をした結果、山神橋は必要がないということもあり得る訳ですか。 

 市 長：橋はいくつもあるため、山神橋は修理や架け替えが必要なのか、あるいは

他の方法があるのか、そのようなことも含め様々な検討をするための基礎

資料作りです。 

 

（議案７３号「島ヶ原農産物処理加工施設の設置に関する条例の廃止について」） 

 記 者：元々どのような施設ですか。何を作っていて、いつからあるのかなど。類

似施設などは他の旧町村にもありますか。 

 市 長：粕漬けを作っていた施設ですが、やらなくなったのでということです。 

 記 者：場所は、島ヶ原温泉やぶっちゃの湯ですか。 

 副市長：違います。 

  ※会見終了後、担当課から書類提出 

 

（議案７５号「整備運営事業に係る事業契約の締結について） 

 記 者：小学校給食センター整備運営事業に係る事業の費用約４３億円は、何年間

の費用になりますか。 

 担当課：平成４７年３月末（平成４６年度末）までの契約で１５年間です。 

 記 者：全ての施設に係る事業費としてこの金額で契約したいということですか。 

 副市長：この金額で PFI 事業として行います。 

 記 者：会社所在地である緑ヶ丘南町とは、運営会社の事務所所在地ですか。 

業務の場所は府中の旧小学校ですか。 

 担当課：ＳＰＣという会社です。事務所所在地は緑ヶ丘南町で、業務場所は旧府中

小学校跡地です。 


